
１　基本情報

２　総合評価

（１）過年度の管理運営業務に対する評価

（１）関係法令等の遵守

（２）モニタリング等の実施

（３）管理業務の実施

（４）複合施設の管理協力体制の構築

（１）利用者サービスの向上

（２）職員の配置・能力の向上

（３）事業の実施

（４）自主（受託外）事業の実施

（５）地域社会との連携

（１）計画的な予算の執行

（２）収支状況

（２）次期指定管理者の選定に向けての意見

A

【評価の基準】
　Ｓ…事業計画を超える実績・成果が認められた。
　Ａ…概ね事業計画通りの実績・成果が認められた。
　Ｂ…事業計画通りの実績・成果が認められず、改善を要する事項が
あった。

総　合 A

・利用される方々の特性が変化してきているという事情を踏まえて、事業全体の洗い直しをし、より実情
に適合した事業展開をお願いしたい。

２　施設の効用の発揮 更生相談事業、社会適応訓練事業、創作的活動事
業等の利用者が平成２３年度に比べて増加している
ほか、ハーモニープラザフェスタ等のレクリエーショ
ン事業も意欲的に行っている。
また、自主事業も指定管理期間を通して継続して実
施した。

３　管理経費の縮減、支出見積の妥当性 指定管理委託料提案額の範囲内で事業が実施され
ており、支出見積りは妥当といえる。
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評価項目 評　価 評価の理由

１　施設の適正な管理 千葉市ハーモニープラザ設置管理条例や規則に基
づき、適切に施設運営を行ったと認められる。
意見箱や満足度アンケートにより利用者の意見を聞
き、講座等の見直しを図った。
また、ハーモニープラザ内の他施設とともに地域交
流委員会等の各種委員会を設置し、協力体制を構
築した。
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指 定 期 間 平成23年4月1日～平成28年3月31日 所 管 課 障害福祉サービス課

指 定 管 理
事業の概要

障害者の機能訓練、社会適応能力の向上並びに健康の維持及び増進に関すること。

指定管理者総合評価シート

評 価 者 保健福祉局指定管理者選定評価委員会

評価対象期間 平成23年4月1日～平成27年3月31日

施 設 名 千葉市障害者福祉センター 指定管理者
千葉市ハーモニープラザ管理運営共同事業体
（社会福祉法人千葉市社会福祉事業団）
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